
                          令和 5 年 11 月 1 日 

南青葉台の皆様へ 

南青葉台自治会 会長 大給龍夫 

環境衛生委員長 

令和５年度 年末一斉清掃の実施について 

 

皆様には、常日頃より自治会活動にご協力いただき誠にありがとうございます。 

 さて、恒例の年末一斉清掃を下記要領にて実施致したく、皆様のご協力をよろしくお願い申しあげます。 

 

1，実施時期  令和 5 年 12 月 10 日(日) 9 時～    持場完了次第終了。 

        （雨天時は、12 月 16 日(土) 9 時～） 

・延期の場合は、午前 8 時に、広報車にてお知らせします。 

2，実施要領  ① まずは、各自、自宅周辺の清掃を実施。 

        ② つぎに、全員で、下記の公園・緑地・その周辺の清掃、除草等を実施。 

3，ごみ取扱い ・前項①のごみは、各自にて処理する。 

         ・前項②のゴミは、配布のゴミ袋に入れ、最寄りの回収場所（別紙地図参照）に出して下さい。 

但し、ゴミ袋が多い等、地図上の指定回収場所と違う場所に出さざるを得ない場合は、通行等の邪魔にならない

場所に集めて下さい。公園・緑地等の担当班は昨年と若干違っております。別紙の「年末一斉清掃地図」を確認

して頂きますようにお願いします。 

 

4，公園・緑地等の清掃担当班  (スタッフは、ゴミ袋の現場での配布をお願いします) 

               公園・緑地等 班数 スタッフ  敬称略 担当班 ゴミ袋数 

 全般 大給 （会長）    吉本 （環境衛生委員長） 

1 

のり面下の側溝～ 

南青葉台公園 

花壇周辺 

6 
高城 （環境衛生委員） 

丹田 （役員） 
２A・２B・３A・５・６・７ 

130 

階段周辺 5 佐伯 （役員） 11・16A・16B・17A・17B 

第２公園 3 松成 （役員） 12A・12B・13 

2 自治会館周辺 ２ 山下 （役員） ９（1～10）・１０         30 

3 第１公園 ８ 
古川 （環境衛生委員） 

小川 （環境衛生委員） 

21（9～16）・２９A・２９B・３０・３１・ 

３２A・３２B・36（１～7） 
70 

4 第３公園 ５ 谷頭 （役員） ２７A・２７B・２８A・２８B・３３A 50 

5 第４公園  3 加部 （役員） 3B・４・８ 50 

6 第５公園 8 崎村 （事務局） 
9（11～14）・１８・１９A・１９B・２０・ 

２１（1～8）・２２・２３ 
70 

7 第二緑地 5 山口 （役員） １４・１５・２４・２５A・２５B 50 

8 だんじり小屋周辺 ４ 上田 （環境衛生副委員長） ３３B・３５A・３５B・３６（8～20） 70 

 計 49班   520枚 

 

＜注意！＞道路周辺の清掃は車に注意し、また傾斜地の清掃は避けて下さい。       


